
ごみを減らすために 3つのＲを始めてみましょう！
○Reduce（リデュース）
　　ごみを出さないことが一番大切です　⇒買い物はマイバッグを持参する。
○ Reuse（リユース）
　　使えるものは繰り返し使いましょう　⇒長く大切に使いましょう。
○ Recycle（リサイクル）
　　 どうしてもごみになってしまった場合は、きちんと分別し資源にしましょう
　　　　⇒ 資源ごみの回収日に出すか、地域のリサイクル団体へ出しましょう。

ごみリサイクル奨励補助制度
　ごみの減量対策、資源の有効活用を目的として、リサイクル活動を実施している地域のリサイクル団
体（ＰＴＡ、育成会、行政区など）にリサイクル奨励補助金を交付しています。奨励補助金を受けるに
は登録が必要となります。（ 補助金額１㎏当たり５円 ）

生ごみ処理機購入費補助金
　家庭から出る燃えるごみの約 4割は生ごみです。ごみの減量化を図るため、生ごみ処理機の購入に対
して補助金を交付します。

生ごみ処理機（電動式） 購入費の 1/2 以内
（最高限度額は 10,000 円）

町の空家対策がスタートします
　神川町では、近隣の生活に悪影響を及ぼすおそれがあると判断される「特定空家」の基準を設けた「神
川町空家等の対策に関する特別措置法施行細則」を４月１日より施行します。
　これにより、平成 28年度からは「特定空家」の該当認定を実施します。また、それ以外の一般的な
空家については、その所有者等へ適正管理のお願いや今後の所有空家への考え方などの意向の調査を実
施していきます。
　住みよいまちづくりのため、空家の対策について、新しい補助制度や活用制度を計画するためのもの
ですので、皆様のご理解ご協力の程よろしくお願いします。
　空家等についての相談・苦情等も受け付けておりますので、役場防災環境課までお問い合わせください。

「神川町環境基本計画」が策定されました！
問合せ　防災環境課　☎ 0495-77-2124　　

　新たな計画では「神川町環境基本条例」の基本理念に基づき、環境を取り巻く情勢の変化を踏まえ、
見直しを行い策定しました。
　策定を進めるにあたっては、神川町環境審議会委員のご意見や町民の皆様か
らパブリックコメントにより意見を求め、計画に反映させました。詳しくは、
神川町ホームページをご覧ください。
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期　日 時　間 場　　所

４月18日（月）

10：30～ 10：45 住居野神社

11：00～ 11：30 矢納センター

13：10～ 14：30 阿久原センター

４月19日（火）
10：00～ 11：30 渡瀬コミュニティセンター

13：10～ 14：30 神川町役場（庁舎裏）

４月20日（水）
10：00～ 11：30 ふれあいセンター前

13：10～ 14：30 神川町役場（庁舎裏）

◆注射費用◆（１頭）
　　３, ３００円
◆犬の登録費用◆（１頭）
　　３, ０００円
　　※お釣りのないようにご用意お願いします。
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平成28年４月より ５人槽 ７人槽 10人槽

設置費補助金 352,000円 434,000円 568,000円

撤去・処分費補助金 100,000円 100,000円 100,000円

配管費補助金 60,000円 60,000円 60,000円

合計 512,000円 594,000円 728,000円
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